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新型コロナウイルス（COVID-19）のワクチンが米国食品医薬局

（FDA）から緊急使用の承認を受ける見通しです。

企業は義務的に予防接種プログラムを実施するかもしれません。

考慮すべき主なポイントは、障害者法（ADA）や公民権法第7編（Title
VII）下での、障害のある従業員や宗教的信条を有する従業員に対す

る合理的な職場環境の提供です。

労働組合がある場合、団体協約に従い、交渉を義務付けられる可能

性があります。

新型コロナウイルスによるパンデミックが全米で猛威を振るう中、アストラゼネ

カ、モデルナ、ファイザーの3社がそれぞれ新型コロナウイルスワクチンを開発

したことを発表しました。

これらのワクチンが承認された場合、企業は従業員に対し接種を義務付けるこ

とができるでしょうか。インフルエンザワクチンの接種義務付けは医療業界を中

心に一般的に行われており、新型コロナウイルスワクチンの接種義務付けも合

法とされる可能性はありますが、いくつか考慮すべき事項があります。

雇用機会均等委員会（EEOC）のガイドラインによれば、雇用者は、障害者法

（ADA）や公民権法第7編（Title VII）に従い、障害のある従業員や宗教的信条
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を有する従業員に対し、「不当な困難（undue hardship）」がない限り、合理的

な就業環境を提供しなければならないとされています。このため、ワクチン接種

を義務付けるには、リモートワーク環境の提供等の代替策が「不当な困難」であ

ることを雇用者側が立証することが求められます。さらに、労働組合がある場

合、全米労働関係法及び労働協約により、労働組合との交渉が必要となる場

合があります。

詳しくは英語版をご覧ください。
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